様式第１号の２（第７条関係）

　　年　　月　　日
　　長野県知事　様
（申請者）
	郵便番号
	

	住　所
	


	氏　名
	

	電話番号
	




クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金　交付申請書兼実績報告書兼補助金交付請求書

　クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１　補助金交付申請額及び　　　金　　　　　　　　　円
　　補助金請求額

２　補助事業完了年月日　　　　令和　　年　　月　　日

３　補助金の振込先
	金融機関名
	
	支店名
	

	口座種別
	普通　・　当座
	口座番号
	

	【フリガナ】
口座名義
	【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
　



【注意事項】
・補助事業は令和８年４月１日から令和９年２月26日までに完了していることが必要です。（ただし、要綱第９条第２項により事業実施期間の延長を承認されたものを除く。）




（裏面にも必ず記入してください）


４　実施事業（※該当する事業のチェック欄に○を記入）
	チェック欄
	補助事業の区分

	
	第４条第１項第２号ア（太陽光発電システム＋電気自動車等）

	
	第４条第１項第２号イ（電気自動車等）


【申請に関する連絡先について】

５　申請に関する連絡先○補助金申請に関して県から連絡をすることがありますので、必ず記入してください。
　
○連絡先は、「申請者本人」か、本補助事業の実施に当たり申請者と販売契約等をする事業者のいずれかとしてください。
　
○連絡先のメールアドレスは常に確認できるアドレスとしてください。

	区　分
（どちらかに○）
	申請者 ・ 事業者

	事業者名称
	

	（担当者）氏名
	

	メールアドレス
	

	電話番号
	






※必ずメールアドレス、電話番号の両方とも記入すること


６　添付書類
(1) 交付申請書兼実績報告書別紙仕様書（第４条第１項第２号事業（電気自動車等）用）
(2) 補助対象電気自動車等の販売契約書又はリース契約書の写し
(3) 補助対象電気自動車等の導入に要した費用とその内訳が分かる書類（車両本体の価格がわかる請求書又は領収書等）※割賦販売契約又はリース契約の場合は補助対象電気自動車等にかかる販売契約書又はリース契約書の写し（車両の本体にかかる金額など契約金額の内訳がわかる書類を含む）
(4) 補助対象電気自動車等の導入後の状況及び当該電気自動車等が太陽光発電システムにより発電された電気を使用することができることを確認できる写真等（申請者の居住する既存住宅に設置された太陽光発電システム、電気自動車等用の充電設備及び電気自動車等の写真等。ただし、太陽光発電システム及び電気自動車等用の充電設備の設置が完了していない場合は、太陽光発電システム及び電気自動車等用の充電器の販売契約書及び設置予定箇所の写真等をもって代えることができるものとする。）
(5) 補助対象電気自動車等の自動車検査証（※電子車検証が交付されている場合は自動車検査証記録事項を含む）の写し
(6) 補助対象電気自動車等の引渡日を確認できる書類の写し（納品書等）
(7) 県税の納税証明書（未納のない証明）（証明日が申請日以前３箇月以内のもの）
(8) 住民票の写し（発行日が申請日以前３箇月以内でマイナンバーの記載のないもの）
(9) 環境省の実施する「うちエコ診断」（WEB版に限る）の診断結果
(10) チェックリスト（第４条第１項第２号事業（電気自動車等）用）
(11) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
【第４条第１項第２号アの事業の場合は以下の書類も提出すること】
(12) 太陽光発電システムの設置に要した費用とその内訳が分かる書類請求書又は領収書等)
(13) 太陽光発電システムの設置後の状況が確認できる写真
(14) 太陽光発電システムが未使用品であることが分かる保証書等の写し
　 　※メーカー保証書等の発行に期間を要する場合等は、補助事業に係る契約を締結した認定事業者が、補助対象設備が
未使用品であることを証する書面を作成し、保証申込書と併せて添付することにより、これに代えることができる。
(15) 太陽光発電システムにかかる販売契約書
※申請にあたり、本補助金に係る交付要綱、申請要領、Q＆Aを十分理解し、
また、申請する補助金等の交付要件を満たしていることについて申請者が
自ら確認した場合、右の欄に○を記入。
